
千曲川下流地域森林計画（案）等に対するご意見について 

  
千曲川下流地域森林計画(案)等について、令和６年 11月 11日から令和６年 12月 6日

までの間で縦覧を行ったところ、１件のご意見が寄せられました。 

 このため、森林法第６条第７項の規定により、意見の要旨及び意見に対する県の考え方

を次のとおり公表します。 

 

１ 意見の要旨 

 伊那谷地域森林計画変更計画(案) 第６計画量等 ４ 林道の開設及び拡張に関する計画

について、下記のとおり訂正してほしい。 

 (1)ア 開設【表６－４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 拡張【表６－６】 

 

 

  



  イ 開設（新設）路線別表（林業専用道）【表６－８】 

 

  



２ 意見等に対する県の考え方 

 林道の開設及び拡張に関する計画量を踏まえ、ご意見の内容は適切なものと考えたこと

から、伊那谷地域森林計画変更計画(案)を修正しました。 

  

 


